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２
０
１
７
年
６
月
１
日
夜
、
六

本
木
ヒ
ル
ズ（
東
京
・
港
）。
ビ
ジ

ネ
ス
ア
ワ
ー
が
終
わ
り
、
オ
フ
ィ

ス
の
照
明
が
落
ち
て
い
く
な
か

で
、
23
階
の
法
律
事
務
所
に
は

煌こ
う

々こ
う

と
灯
り
が
つ
い
て
い
た
。
室

内
に
は
、
日
本
人
や
外
国
人
合
わ

せ
て
80
人
ほ
ど
が
集
ま
り
、
英
語

で
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

に
参
加
し
て
い
た
。

４
件
中
３
件
で
難
民
認
定

「
な
ぜ
日
本
で
は
難
民
の
受
け

入
れ
が
進
ま
な
い
の
か
」「
私
た

ち
専
門
家
は
何
が
で
き
る
か
」

─
。
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
が
弁

護
士
や
司
法
書
士
な
ど
法
律
実
務

家
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
主
催

し
た
の
は
、
今
年
２
月
に
設
立
し

た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク「W

om
en in 

Law
 Japan

」だ
。

　

こ
の
夜
は
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・

サ
ッ
ク
ス
証
券（
Ｇ
Ｓ
）法
務
部

員
２
人
も
登
壇
し
た
。
同
社
は

２
０
１
５
年
２
月
、
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
難
民
支
援
協
会（
Ｊ
Ａ
Ｒ
／

東
京
・
新
宿
）と
外
部
法
律
事
務

所
と
連
携
し
、
難
民
申
請
手
続
き

へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
始
め
た
。
社
員

た
ち
が
無
償
で
サ
ポ
ー
ト
す
る

「
プ
ロ
ボ
ノ
」方
式
だ
。

　

Ｇ
Ｓ
法
務
部
の
藤
田
直
介
部
長

（
弁
護
士
）は
、「
遠
い
国
か
ら
一

人
で
日
本
に
来
て
、
難
民
申
請
を

行
っ
て
い
る
」と
聞
い
て
、「
難
民
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６
月
20
日
は
国
連
が
定
め
た「
世
界
難
民
の
日
」。
欧
州
を

揺
ら
が
せ
た
シ
リ
ア
難
民
問
題
や
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

人
権
問
題
な
ど
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
課
題
と
し
て
人
権
問
題
の
重
要

性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
日
本
人
に
は「
対
岸
の
火
事
」に
映
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
国
際
社
会
は
課
題
解
決
に
向
け
て
企
業

や
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
大
き
な
期
待
を
寄
せ
る
。
私
た
ち
は
そ
れ

に
応こ
た

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

（ 

オ
ル
タ
ナ
副
編
集
長
・
吉
田 

広
子
、
オ
ル
タ
ナ
Ｓ
編
集
長
・
池
田 

真
隆
、

編
集
部
・
小
松 

遥
香
、
川
畑 

嘉
文
、
寺
町 

幸
枝
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
＝
田
口 

理
穂
、
釜
山
＝
原 

美
和
子
）

難
民
・
人
権
問
題
で

ビ
ジ
ネ
ス
は
無
力
か

と
は
ど
う
い
う
人
な
の
だ
ろ
う
。

母
国
で
辛
い
思
い
を
し
て
ト
ラ
ウ

マ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
怯
え

さ
せ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
案
じ
て
い
た
。

　

だ
が
、
最
初
に
会
っ
た
パ
キ
ス

タ
ン
人
男
性
は
笑
顔
で
あ
い
さ
つ

し
て
き
た
。「
支
援
は
心
強
い
。
本

当
に
あ
り
が
と
う
」と
深
く
感
謝

さ
れ
た
。

　

具
体
的
な
難
民
申
請
支
援
は
次

の
通
り
だ
。
ま
ず
、
申
請
者
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
難
民
で
あ
る
こ

と
を
法
的
に
分
析
し
、
本
人
の
陳

入
国
管
理
局
に
難
民
申
請

一
次
審
査

・ 

難
民
認
定
申
請
書（
多
言
語
対
応
）提

出
・ 

必
要
に
応
じ
て
難
民
で
あ
る
こ
と
の

証
拠
書
類（
原
則
翻
訳
付
き
）を
提
出

・
入
管
か
ら
面
接（
通
訳
）

※ 

申
請
時
に
在
留
資
格
が
あ
れ
ば
、

申
請
後
に「
特
定
活
動
」（
６
カ

月
）と
い
う
在
留
資
格
に
変
わ
り
、

外
務
省（
Ｒ
Ｈ
Ｑ
）に
よ
る
保
護
費

の
申
請
と
、
国
民
健
康
保
険
へ
の

加
入
が
可
能
に
な
る
。
難
民
申
請

か
ら
６
カ
月
経
つ
と
就
労
許
可
の

申
請
が
可
能
に
な
る

◀
一
次
審
査
の
結
果

  

認
定　

・ 

難
民
認
定
証
明
書
が
交
付
さ
れ
、

更
新
可
能
な
５
年
の
定
住
者
と
し

て
の
在
留
資
格
が
与
え
ら
れ
る

  

不
認
定

※ 

不
認
定
で
も
、
人
道
配
慮
に
よ
る

在
留
許
可
と
し
て「
特
定
活
動
」

（
１
年
）な
ど
が
与
え
ら
れ
る
場
合

も
あ
る
。
た
だ
し
、
政
府
に
よ
る

定
住
支
援
は
受
け
ら
れ
な
い

◀

  

審
査
請
求（
異
議
申
し
立
て
）

 （
結
果
の
通
知
か
ら
７
日
以
内
）

  

・ 

証
拠
書
類
の
提
出
と
面
接

◀
審
査
請
求
の
結
果

  

認
定　

  

不
認
定　

裁
判
へ

※ 

人
道
配
慮
に
よ
る
在
留
許
可
な
ど

が
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る

行政手続き（一次＋審査請求）の結果まで平均３年
資料作成協力：難民支援協会

　
　
　
　
　
　
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」で
は
、
難
民
は

「
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、
政
治
的
意
見
や
ま
た
は
特
定
の
社
会
集

団
に
属
す
る
な
ど
の
理
由
で
、
自
国
に
い
る
と
迫
害
を
受
け
る

か
あ
る
い
は
迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
に
他
国
に
逃
れ

た
」人
々
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
証
券
法
務
部
の

藤
田
直
介
部
長（
左
）と
中
井
綾
シ
ニ
ア
・
カ

ウ
ン
セ
ル

述
書
や
弁
護
士
と
し
て
の
意
見
書

を
作
成
す
る
。
特
に
、「
い
つ
、
ど

こ
で
、
ど
ん
な
」状
況
に
あ
っ
た

か
、
そ
の
場
に
は
だ
れ
が
い
た
の

か

─
な
ど
、
本
人
の
あ
い
ま
い

な
記
憶
を
、
法
的
な
証
拠
と
し
て

確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
。

　

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ（
国
連
難
民
高
等

弁
務
官
事
務
所
）や
国
際
人
権
Ｎ

Ｇ
Ｏ
ら
が
発
行
す
る
報
告
書
な
ど

を
参
考
に
し
、
い
か
に
迫
害
を
受

け
る
恐
れ
が
あ
る
か
、
客
観
的
な

事
実
を
積
み
重
ね
る
。

　

Ｇ
Ｓ
法
務
部
は
、
案
件
に
よ
っ

て
他
部
の
社
員
と
も
チ
ー
ム
を
編

成
。
こ
れ
ま
で
に
４
件
手
掛
け
、

す
で
に
３
件
は
難
民
認
定
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た
。

米
で
プ
ロ
ボ
ノ
は
当
た
り
前

　

こ
の
数
字
は
、
実
は
驚
異
的
な

数
字
だ
。
日
本
で
は
２
０
１
６
年

に
１
万
９
０
１
人
が
難
民
申
請
を

行
っ
た
が
、
認
定
者
数
は
た
っ
た

28
人
だ
。
そ
れ
ほ
ど
日
本
で
の
難

民
認
定
が
難
し
い
背
景
に
は
、
制

度
の
問
題
や
言
葉
の
壁
も
あ
る

が
、
難
民
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
体
制

が
少
な
い
こ
と
も
あ
る
。

「
米
国
の
法
律
事
務
所
で
は
プ
ロ

ボ
ノ
は
当
た
り
前
で
、
難
民
申
請

支
援
で
の
プ
ロ
ボ
ノ
も
ご
く
一
般

的
な
も
の
だ
っ
た
。
日
本
で
は
本

人
が
自
力
で
申
請
し
て
い
る
こ
と

に
驚
い
た
。
も
っ
と
多
く
の
支
援

が
あ
れ
ば
、
難
民
認
定
を
受
け
ら

れ
る
人
が
増
え
る
だ
ろ
う
」

　

こ
う
話
す
の
は
Ｇ
Ｓ
法
務
部
の

中
井
綾
シ
ニ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
ル（
弁

護
士
）だ
。
約
８
年
前
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
法
律
事
務
所
で
働
い
て

い
た
と
き
に
、
初
め
て
難
民
申
請

を
手
掛
け
た
。

　

ア
フ
リ
カ
出
身
の
ア
ル
ビ
ノ

（
先
天
性
白
皮
症
）の
男
性
で
、
祖

国
で
は
命
の
危
険
が
あ
る
た
め
、

何
と
か
米
国
に
逃
れ
て
き
た
。
ア

フ
リ
カ
の
一
部
地
域
で
は
ア
ル
ビ

ノ
に
特
別
な
魔
術
が
宿
っ
て
い
る

と
信
じ
ら
れ
、
殺
害
さ
れ
て
遺
体

が
高
値
で
売
買
さ
れ
る
危
険
が
あ

る
と
い
う
。

「
21
世
紀
に
入
り
、
い
ま
だ
に
こ

う
し
た
こ
と
が
起
き
て
い
る
事
実

に
衝
撃
を
受
け
た
。
一
方
、
弁
護

士
の
原
点
と
し
て
、
目
の
前
に
い

る
人
を
助
け
ら
れ
る
と
い
う
喜
び

は
大
き
い
」（
中
井
弁
護
士
）

　

Ｇ
Ｓ
法
務
部
の
藤
田
部
長
は

「
法
律
の
専
門
家
と
し
て
何
か
社

会
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
思
い

を
持
っ
て
い
た
。
難
民
の
多
様
な

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
、
視
野
を

広
げ
て
く
れ
る
」と
話
す
。「
人
権

団
体
の
報
告
書
の
デ
ー
タ
を
集
め

る
、
英
語
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容

を
翻
訳
す
る
な
ど
、
弁
護
士
で
な

く
て
も
で
き
る
支
援
が
あ
る
。
興

味
が
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
第
一
歩
を

踏
み
出
し
て
ほ
し
い
」と
訴
え
た
。

増
え
続
け
る
世
界
の
難
民

　

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
２
０
１
６
年
６

月
に
発
表
し
た「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ト

レ
ン
ズ
・
レ
ポ
ー
ト
２
０
１
５
」

で
は
、
２
０
１
５
年
の
難
民
・
国

内
避
難
民
・
庇
護
申
請
者
数
は

６
５
３
０
万
人
で
、
２
０
１
４
年

か
ら
５
８
０
万
人
増
え
た
。
１
日

当
た
り
３
万
４
千
人
が
避
難
民
と

な
り
、
国
内
外
へ
の
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
。

　

14
ペ
ー
ジ
の
図
が
示
す
と
お
り
、

シ
リ
ア
難
民
が
最
も
多
い
。
ア
サ

難
民
と
は

難
民
申
請
の
主
な
流
れ
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